
・ 被災者調査で把握した罹災証明書の未申請者

・ 健康観察の必要があると思われるもの

・ 福祉サービスが利用減・中断しているもの

・ 土砂や災害ごみの処分が完了していないもの

・ 生活設備の不備があるもの

・ 著しい減収があるもの

・ 移動困難があるもの

・ 費用の工面ができず、家屋の補修建替不可のもの

・ その他

・ （情報提供）自宅を離れて生活している方への支援

・ （情報提供）災害ボランティア本部による支援体制

・ （情報提供）災害弔慰金の支給等に係る対応

被災者支援の対応状況

・・・ 1P
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・・・ 3P
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・・・ 11P

・・・ 13P

・・・ 14P（８Ｐ）
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・・・ 17P
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・・・ 19P

資料２





被災者調査で把握した罹災証明書の未申請者 財政局
（市民税課・税制課）

対応状況

令和５年３月２７日現在

（１） ５４６件について罹災証明書の申請状況を確認した結果、13６件が既に申
請済み（すべて交付済み）であった。

（２） 申請が確認できなかった4１０件について、令和４年12月から電話又は訪
問により、被害状況の聞き取り、支援策の案内及び罹災証明書の申請意思
の確認を行った。

（３） 「申請希望あり」とされた方には順次、被害認定調査を実施し、調査時に
申請書を記入してもらい、罹災証明書を発行した。

対応結果

浸水又は土砂被害があるのに罹災証明書の申請をしていないもの

（被災者調査で罹災証明書の申請について「申請予定」「わからない」
又は「回答なし」で回答されたもの）

54６件

申請意思の確認 件数 証明交付件数

申請希望あり １91件 19１件
（床上６１件 床下等13０件）

申請希望なし※ 219件 －

◆台風15号に係る被災者調査

※把握できた「申請希望なし」の主な理由
・「被害が軽微であるため」

◆申請意思を確認した4１０件の状況

◆税務部における対応
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健康観察の必要があると思われるもの
保健福祉
長寿局

（健康づくり推進課）

対応状況

令和５年３月２７日現在

内 容
該当
世帯数

対応済
件数

被災による心身不調者の通院困難

752 ７５２

通院が必要な家族の通院回数減又は通院中断

服薬が必要な家族の服薬の中断又は薬の入手困難

著しい食欲減退や、食事をとらなくなった家族あり

災害のフラッシュバックによる精神不安あり

対応内容

２

【支援の概要】
健康観察の必要があると思われる世帯（上記５項目）に対し、保健師が電話にて受診状況・健康
状態・被災後の心身の変化等を確認し、傾聴・共感するとともに、必要に応じ、助言、相談支援機
関の紹介等を実施。（11月21日～） 752世帯に対応

【支援の状況】
・被災者調査において早期に対応が必要と判断された４世帯については、優先的に状況把握し
た。
・体調の改善・不安の解消・必要なサービスや家族等の支援を受けている世帯については、健康
に関する相談先を確認又は情報提供し、被災を受けての健康支援は終了（７３８世帯）
・電話連絡の結果、さらなる情報収集、支援や情報提供が必要な場合、健康支援班所属の保健師
（健康づくり推進課、子ども家庭課、各区健康支援課）及び必要に応じその他専門職（精神保健福
祉士、心理士等）による家庭訪問や面談を実施（14世帯）
内訳・被災を受けての健康支援は終了し、その他の健康課題があるため通常の健康支

援に移行した。（５世帯）
・被災による体調不良が改善（症状が軽減・安定）し、支援を終了（5世帯）
・相談先や支援者が確保され、不安が解消・緩和されたため支援を終了（4世帯）

【対象世帯の健康状況】
・家屋修繕の見通しがつくことにより状態が安定
・家族等の支援があることにより状態が安定
・降雨による不安感の増加、睡眠への影響が生じる 等
※被災者調査時に、被災直後の症状について回答した者がいた他、調査員が被災者の声を幅広
く聴取したものの、医療専門職の視点で総合的に判断した結果、支援を終了することが可能な
者が多かった。

【今後の対応】
対象者や関係機関からの相談に応じて、通常の健康支援活動を実施していく。



福祉サービスが利用減・中断しているもの
保健福祉
長寿局
（介護保険課）
（障害福祉企画課）

対応状況

●介護サービスの利用減・中断
【支援の概要】
全件、担当ケアマネージャーと連絡を取り、サービスの再開や変更調整など、対象者の状況を
確認した。

【支援の状況】
・対応完了 17名（サービス再開・変更調整済み）
・その他 ３名（主治医の指示によるサービス休止、死亡(災害とは無関係）によるサービス

終了、介護サービスの利用がない）

●障害系サービスの利用減・中断
【支援の概要】
全件、各区の障害者支援課及び計画相談等サービス事業所と連絡を取り、サービスの再開や
変更調整など、対象者の状況を確認した。

【支援の状況】
・対応完了 ３名（被災前からサービスの変更が生じてないもの）

(本人の状況調査を行い、意向によりサービスを終了したもの)
（被災後サービスの変更が生じ、見守り対応していたが、被災前のサービスに
移行したもの) 

・その他 2名（被災者調査時の報告とは異なり、実際には障害系サービスの利用がないもの）

内 容
該当
世帯数

対応済
件数

介護サービスの利用減・中断 2０ 2０

障害系サービスの利用減・中断 5 5

対応内容

３

令和５年３月２７日現在



福祉サービスが利用減・中断しているもの
子ども
未来局
（幼保支援課）

対応状況

●概要（被災により利用減・中断していた保育サービスへの対応）

３世帯中２世帯は同じ園の利用者。同園の被災状況は、発災直後から継続的に確認しており、

２世帯を含む同園の利用者は、代替え保育として、全員、同一法人の系列園で保育サービスの

利用を継続するとともに、世帯の事情により転園を希望する世帯には、個別相談支援を実施。

被災者調査時点では２世帯が対応済みであり、１世帯の状況を再調査した。

●保育サービスの利用状況（対象：３世帯）

【対応完了】２世帯

１世帯は、同一法人の系列園を利用していたが、通園時間など世帯の事情により転園希望が

あったことから、手続きの上、他園にて保育サービスを利用していることを確認している。 も

う１世帯は、転園の希望等がないため、引き続き同一法人の系列園で保育サービスを利用して

いることを確認している。

【対応不要】１世帯

再調査を実施した結果、発災当時は、園の被災により通園できないことで支障があったが、

園の復旧に伴い、保育サービスを利用できることを確認したため、対応不要。

内 容
該当
世帯数

対応済
件数

保育サービスの利用減・中断 ３ ３

対応内容

４

令和５年３月２７日現在



土砂や災害ごみの処分が完了していないもの 市民局
（市民自治推進課）

対応状況

上記の18７世帯に対して、電話や訪問により、その後の状況や今後の見通し等を
聴き取り、必要な支援につなげている。

【対応状況】

【今後の対応】
引き続き、市民局、環境局、都市局が連携して遺漏なく対応していく。

内 容
該当
世帯数

対応済
件数

片付け作業の停滞 187※ 1６６

対応内容

○対応完了 １５９件

・災害ボランティアセンターを案内 ９０件

・他部署へ引継ぎ（土砂対策、税、水道関係等） ６件

・その他支援策を案内（カーシェアリング、暖房器具提供等） ６件

・（本人からの申出等により）今後の対応不要 ４４件

・支援制度及び各連絡先のご案内の配布 １３件

○対応中 ２１件

・郵送による現状調査を実施中 ２１件

○その他（電話連絡前に対応完了、意見のみの案件等） ７件

５

※概要版３ ア （３）に該当する世帯６53について市民局・環境局・都市局で連携して対応。
そのうち市民局が対応する157世帯に、調査票の自由記載欄や調査員所感をもとに抽出
した、住宅の片付け作業の支援や見守りが必要と思われる世帯3０件を加えた世帯数。

令和５年３月２３日現在



土砂や災害ごみの処分が完了していないもの 環境局
（収集業務課）

対応状況

令和５年３月２７日現在

【対応内容の詳細】
災害ごみに関し不安があると回答した被災者に対し、電話での聞取りや直接訪
問等により状況の確認を行い、世帯の状況に応じた災害ごみの戸別収集を実施
している。

【対応状況の内訳】
● 依頼件数：449件（電話・戸別訪問・文書郵送により、全件アプローチ済み）
〇 電話・戸別訪問により確認した世帯：359件
（戸別収集対応済:79件・対応不要:28０件）

〇 文書郵送した結果、確認できた世帯：３３件
（戸別収集対応済:3件・対応不要:3０件）

〇 電話・戸別訪問・文書郵送の全てで連絡が取れない世帯：57件
（今後返信があれば、その都度対応する）

【今後の対応】
引き続き、市民局、環境局、都市局が連携して遺漏なく対応していく。災害ごみ
の収集にあたっては、期限は設けず、被災者からの依頼があれば都度対応してい
く。

内 容
該当
世帯数

対応済
件数

災害ごみの収集や運搬実施への不安 449※ 392

対応内容

６

※概要版３ ア （３）に該当する世帯６53について市民局・環境局・都市局で連
携して対応。そのうち、環境局が対応した世帯数。



土砂や災害ごみの処分が完了していないもの
都市局
（都市計画課

（土砂対策チーム））

対応状況

【事業内容】
宅地内土砂の撤去は、２次災害の防止、公衆衛生などの観点から、自力で撤去
が困難な場合で、日常生活に著しい支障を及ぼしている宅地内の土砂の撤去を
行政が支援するもので、１０月７日に「宅地内土砂対策チーム」を発足し、宅地内
に流入した土砂を直接排除し、仮置き場まで運搬する業務を実施

対応内容

【宅地内土砂の撤去支援】
■被災情報箇所 ５８０件※
※概要版３ ア （３）に該当する世帯６53について市民局・環境局・都市局で連携して対応。
そのうち都市局が対応した世帯数も含む。

■土砂撤去の支援が必要な件数 239件

①撤去作業中 ３件 ②撤去済み ２３６件

進捗率（①＋②） 9８.７％

宅 地 仮置き場

積込・運搬

【今後の対応】
・宅地内土砂の撤去については、年度内に事業が完了する予定
・今後の災害時における体制など、検証結果を踏まえ、継続して検討

7

令和５年３月２７日現在



生活設備の不備があるもの
費用の工面ができず、家屋の補修建替不可のもの

都市局
（建築指導課）

令和５年３月２３日現在

対応内容（住宅の応急修理支援制度）

被災者調査の結果

８

内 容
調査に対する
回答数

住宅設備（風呂・トイレ・台所等）の不備 ６６1

家屋が被災したが建て替え補修の目処がたっていない 213

費用の工面ができないため、家屋の建て替え補修をしない ６０

（１）制度概要等
住宅の応急修理は、罹災証明において「準半壊」以上の被害認定を受けた世帯に対し、日常生活に
必要不可欠な部分の応急的な修理を市が修理業者に修理を依頼しその費用を直接業者に支払う制度
・対象工事 ： 住宅の居室・台所・トイレ等の日常生活に必要な応急修理（他要件あり）
・支援内容 ： ①半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊 ６５５，０００円以内

②準半壊 ３１８，０００円以内
・応急修理工事の完了日：令和５年９月２２日まで

（２）相談受付、支援状況
①12月中旬から修理見積書審査件数が急増したことに
より、遅滞なく事務実施が図れるよう局内で連携し、
職員応援体制を構築し、修理業者に対し迅速な応急修
理手続きを進めている。（Ｒ５年度も継続）
②被災者調査による建築設備等の修理を必要とされて
いる方で申込みが無い方1６4人に対し、制度案内を
Ｒ５年２月再送した。
③令和４年度工事完了分の申込は、２月末で終了。
令和５年度工事完了分の申込期限は６月23日まで。

（３）今後の対応
応急修理の締切について周知案内を実施する。

（ニーズに対する受け止め方）
調査の結果、住宅の応急修理に対するニーズがあったため、引き続き既存の応急修理事業の
周知を図り、被災者支援につなげる。

R４.10月末 R４.11月末 R４.12月末 R5.1月末 R5.2月末 R5.3月23日
受付件数 633 1,110 1,244 1,297 1,324 1,335 

見積審査件数 11 397 698 888 1,028 1,120 

完了報告件数 4 129 262 340 519 750 
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応急修理工事進行状況

受付件数 見積審査 完了報告件数



生活設備の不備があるもの 環境局
（環境創造課）

被災者調査の結果

「省エネ家電製品購入促進事業補助金」により、下記のとおり対応している。

【事業期間】
令和５年１月末日までの製品購入が対象

【対象家電】
一定の省エネ性能以上のエアコン、冷蔵庫、テレビ、照明器具

【補助額】
15万円以上：３万円、1０～15万円：２万円、5～1０万円：１万円

【現在の対応状況】（3/15時点）
1０/1以降（災害発生以降）で、
● 被災区域（一定の床上浸水被害があった地域）からの申請：1,０73件
（市全体では4,88６件）

● 既存制度が被災者へ周知されるよう、情報提供を実施
〇 生活再建支援金申請勧奨通知（市民局実施）へのチラシの同封

（12月７日、12月21日に送付）
〇 被災者支援窓口との連携による制度周知

● 被災者の需要に応えるための十分な予算の確保
〇11月補正予算にて、当該事業の予算額を増額
（補助金として1００,０００千円を増額）

内 容
調査に対する
回答数

エアコン・冷蔵庫・洗濯機等生活必需家電の不備 1,247

対応内容

９

（ニーズに対する受け止め方）
生活必需家電に対する支援ニーズが多いため、既存の省エネ家電製品購入促進事業
補助金制度の活用により被災者支援につなげる。

令和５年３月２７日現在



災害救助法による被服、寝具その他生活必需品の給与等業務 （９月追加補正） ＜完了＞

生活設備の不備があるもの 経済局
（産業政策課）

被災者調査の結果

対応内容

住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により、

生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を

喪失又は損傷等により使用することができず、

直ちに日常生活を営むことが困難な方に対し、

費用の限度額以内に対象品目を現物により給与

等を行う。

（１）支援の内容

住家の被害の程度、世帯人数により異なる

例：床上浸水 ２人世帯の場合は 8,200円

床上浸水 ３人世帯の場合は 12,300円

床上浸水 ４人世帯の場合は 15,000円

（２）費用の限度額

○ 被服（肌着、ショーツ）

○ 寝具（掛布団、敷布団など６点セット）

○ 衛生用品（トイレットペーパー、マスク、
ティッシュペーパー、タオルなど）

〇 台所用品（ゴミ袋、洗剤、鍋など）

〇 掃除・洗濯用品（洗剤、雑巾など）

（３）対象品目（39品目）
内閣府の取扱要領に対象品目の例示あり

（４）申請受付期間

令和４年10月11日(火)～令和５年１月31日(火)

（５）申請状況

〇 申請件数：602件

〇 執 行 額：7,725,090円

〇 注文総数：8,970品

〇 主な品目 ・ティッシュペーパー：1,341品
・トイレットペーパー：1,324品
・ゴミ袋 ： 947品
・洗濯用洗剤 ： 587品
・台所用洗剤 ： 585品

（６）周知方法

〇 市ＨＰ掲載

〇 り災証明書発行時に案内を同封

〇 清水区の特に浸水被害が多かった地区の連合

町内会にご協力いただき、地域の方達に周知

〇 公共施設等に配架した『被災者支援制度の

ご案内』パンフレットに掲載

〇 自宅での居住が困難で市営住宅の入居相談に

来た方へのチラシ配付

〇 住家の被害が半壊以上の被災者に対し、

チラシ送付

内 容
調査に対する
回答数

その他の生活備品（畳・寝具・倉庫等）の不備 933

１０

（ニーズに対する受け止め方）
調査の結果、災害救助法の適用に伴う「被服、寝具その他生活必需品の給与等」に関する意見はなかったが、
法に基づき、日常生活を営むことが困難な方に対する支援として当該業務を実施した。

令和５年３月２７日現在



著しい減収があるもの
経済局
（産業政策課・
産業振興課・
農業政策課）

被災者調査の結果

１．中小企業等支援

対応内容

（１）お見舞い・営業継続支援

【被災中小企業等支援金支給事業】 ９月追加補正予算 ＜完了＞
被災した市内中小企業等に対して支援金を支給

対象者 ：市内に所在する全ての業種の中小企業等（個人事業主含む）で罹災証明書の交付を受けた者
支給額 ：10万円
実績 ：申請件数 1,210件 交付決定件数 1,177件 交付決定金額 117,700千円

【中小企業災害対策資金利子補給事業】 ９月追加補正予算
静岡県の「中小企業災害対策資金」の融資と協調し最大10年間の利子相当分を助成
（うち３年目まで実質無利子）

対象者 ：静岡県中小企業災害対策資金の融資を受けた中小企業
補給期間：10年以内
実績 ：申込件数 425件 （3/24現在）

（２）資金繰り支援

（３）復旧・再建支援

【被災中小企業等復旧・再建支援事業】 11月追加補正予算
県が実施する「被災中小企業再建支援事業費補助金」と合わせ復旧に要する費用の一部を助成

対象者 ：市内に事業所を有する中小企業者・小規模事業者等で、業務用の施設、設備等に被害を受
け、

罹災証明書等の交付を受けた者
補助対象：災害復旧・再建に要する建物の修繕・機械設備や業務用車両の修繕・購入等に係る経費
補助額 ：県 50万円～200万円・市25万円～100万円
上限額 ：県 200万円・市 100万円
実績 ：申請件数 ９件（市単独分）（3/24現在）

（１）復旧支援

【農地等災害復旧事業】 ９月追加補正予算
農地等の災害復旧に要する経費を助成

対象者 ：市内に農地等を所有又は借り受け営農し、今後も営農の意思のある農業者（団体含む）
※令和３年又は直近事業年度の農産物販売金額が50万円以上のものに限る

補助対象：台風第15号により被害を受けた農地等の原形への復旧に要する経費
補助率 ：２分の１以内
上限額 ：100万円
実績 ：申請件数 53件 申請金額 12,665千円

交付決定件数 38件 交付決定金額 8,478千円 （3/24現在）

内 容
調査に対する
回答数

自営業・経営者の著しい減収及び店舗滅失 127

１１

（ニーズに対する受け止め方）
発災直後から事業者等の被害状況やニーズの把握に努め、必要な支援策について随時補正予算（９月追加・
11月追加）において対応した。
今後も引き続き事業者等の声を聞き取り、必要に応じて時宜を捉えた支援策の検討を行っていく。

令和５年３月２４日現在

２．農業者支援



著しい減収があるもの
保健福祉
長寿局
（福祉総務課）

被災者調査の結果

内 容
該当
世帯数

対応済
件数

被雇用者の著しい減収及び失業 5６ 54

対応内容

12

●被雇用者の著しい減収及び失業
【支援の概要】
調査結果に基づき、本市自立相談支援機関「暮らし・しごと相談支援センター」（運営委託：静
岡市社会福祉協議会）によるプッシュ型の電話状況確認を実施していくとともに、必要に応じ
て生活困窮者自立支援法に基づく就労支援を行う。
生活状況の急迫が認められる場合は、福祉事務所と連携し、生活保護受給など必要な支援に
つなげていく。

【支援の状況】
・令和４年12月13日 被災者情報を元に、４５件の対象者に電話及び訪問を開始
その後の追加を含め、全5６件にアプローチ。（連絡が取れた件数54件 取れない件数２件）
連絡の取れた54件の対応詳細（件数()内は１月末の数値）

連絡の取れない２件について
・年度末までに再度訪問を実施、不在の場合は「暮らし・しごと相談支援センター」案内
文書を投函、連絡待ちとし、一旦終了とする。

（ニーズに対する受け止め方）

本市では、生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援機関「暮らし・しごと相
談支援センター」を設置しており、支援メニューの中には、勤務先の事業縮小・停止による著し
い減収や失業に対する支援も含まれる。
そのため、 「暮らし・しごと相談支援センター」運営受託者である静岡市社会福祉協議会と協
議を行い、被災を原因とした被雇用者の著しい減収及び失業も、 「暮らし・しごと相談支援セン
ター」で支援を行うこと、また、速やかに支援を行うことが効果的であるため、文書の発送等の
方法によらず、被災者調査で得られた電話番号を利用し、架電によるプッシュ型のアプローチ
を取り、速やかに支援に繋げる方針を確認し、支援に着手した。

状況 件数
本人の就労状況改善（就労先の業務再開・転職等による）が認められた。
⇒状況変化時には「暮らし・しごと相談支援センターにて支援する旨伝え、被災者支援終結

23(11)

自ら求職活動を実施している等の理由により、就労支援を必要としない旨、意思表示があった。
⇒状況変化時には「暮らし・しごと相談支援センターにて支援する旨伝え、被災者支援終結 11(5)

就労支援を受けるか決めかねていると回答があった。
⇒必要な場合は「暮らし・しごと相談支援センターにて支援する旨伝え、支援を終結

14(8)

「暮らし・しごと相談支援センター」による就労支援を実施している。
⇒以降、就労支援を通じて経済状況の改善を図る。（被災者支援終結・平常の福祉的支援に移行） 1(2)

非在宅避難者として、見守り支援に移行した。
⇒今後見守り支援の中で、必要な場合は「暮らし・仕事相談支援センター」による就労支援を実施する。

2(0)

生活状況の急迫が認められ、生活保護開始となった。
⇒以降、生活保護のケースワークを通じて、自立を支援する。（被災者支援終結・平常の福祉的支援に移行）

3(2)

合計 54(28)

令和５年３月２７日現在



移動困難があるもの 都市局
(交通政策課)

被災者調査の結果

対応内容（民間事業者による無償自動車貸出事業への申込状況）

内 容
調査に対する
回答数

通勤通学に支障あり ６33

通院買い物に支障あり 419

その他の移動困難あり 487

（ニーズに対する受け止め方）
被災した市民が、移動困難と感じている主な理由は、自家用車の故障や部品不足で修
理や再調達が困難な状況により、ドアツードアで移動できなくなったことであるととら
え、自由に利用できる車両の貸出が効果的であると判断し、日本カーシェアリング協会
（市内で自動車の無償貸出事業を実施する団体）への支援を行った。

時 期 Ｒ4.1０月末 Ｒ4.11月末 Ｒ5.3.14時点

場 所
常葉大学

瀬名キャンパス
市有地（静岡市葵区東静岡１ー１）

貸出件数 94件 227件 3０1件

待機件数 約1００件 2０件 ０件

貸出用車両数 約4０台 8０台 89台

日本カーシェアリング協会への支援内容（Ｒ4.11.1～）

・ 活動拠点として市有地の貸出
・ 洗車スペース、発電機の貸出
・ 自動車寄付の斡旋 等

支援による効果
交通の便が良く、広大な市有地を貸出

今後の対応

無償貸出期間はＲ5.3.31で終了。

市民の

アクセス向上
貸出用車両数
の増加

⇒貸出件数の増加・待機件数が減少し、
移動困難な市民への支援につなげた。

令和５年３月１４日現在

１３



費用の工面ができず、家屋の補修建替不可のもの 市民局
（市民自治推進課）

被災者調査の結果

〇被災者生活再建支援金についての勧奨通知を住宅の被害が
半壊以上の被災世帯(２，４４６世帯)へ送付した。

【被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給】
・対象者：建物の被害の程度が全壊、大規模半壊又は中規模半壊
・申請期間：基礎支援金 令和5年1０月22日まで

加算支援金 令和7年1０月22日まで

※被害の程度が半壊の場合にあっては、建物を全部解体した場合に支援の対象
となるため、2,324世帯（12月7日・21日時点での半壊世帯）に対し支援金の案
内文書を送付。

【今後の対応】
・申請期間内においては、申請勧奨のため案内文書の送付を引続き実施する。

対応内容

被害の程度 対象件数
(３/２３)

勧奨通知
(１２/７・
１２/２１）

申請受付
(３/２３)

被災者生活再建
支援金制度対象

解体なし 解体あり

全壊 ４ ４ ４ 基礎支援金
＋

加算支援金
基礎支援金

＋

加算支援金

大規模半壊 1０ ９ ７

中規模半壊 １32 1０9 44 加算支援金

半壊※ 2,394 2,324 11 対象外

内 容
調査に対する
回答数

費用の工面ができないため、家屋の建て替え補修をしない ６０

１４

（ニーズに対する受け止め方）
調査の結果、費用の工面ができないため家屋の建て替え補修をしないという回答が
あったため、被災者生活再建支援法に基づく支援金の周知を図り、被災者支援につな
げる。

令和５年３月２３日現在



その他
保健福祉
長寿局

(動物指導センター)

被災者調査の結果

令和５年３月２７日現在

内 容
調査に対する
回答数

対応済
件数

ペットの同居や世話が不安 84 84

対応内容

１５

被災により、ペットとの同居や世話に関して不安に感じる市民の方が多くいるこ
とを改めて認識したため、直接お話を伺いながら現在の状況を確認し、必要な助
言や支援をすることで、不安の解消を進めた。

●ペットの同居や世話が不安

【支援の概要】

・８４件すべてについて、 令和５年2月15日までに電話または自宅への訪問により調査を完了
した。ペットに関する現在の状況や不安に感じたことについて話を伺い、必要に応じた助言を
行うことで不安の解消につなげた。現在、ペットに関して早急に支援が必要な方はなく、引き続
き、困りごとがあった場合は、動物指導センターで相談に乗ることを伝えたところ、「安心した」
等の声をいただいた。

【主な不安内容】

・災害時、災害直後ペットの様子に変化があった

・災害時にペットを連れて避難ができるのか

・今後、災害で停電や断水があった場合のペットの体調管理

・住宅のリフォームのため、ペットと同居できる住宅探し

・住宅リフォームなど、環境が変わった際のペットのストレス

【主な助言内容】

・市ではペットとの同行避難や避難所におけるペットスペースの確保を進めていること

・マイクロチップの装着など日頃からのペットに関する災害の備え



その他
市民局

（市民自治推進課・
生活安心安全課)

被災者調査の結果

(１) 被災者支援窓口の開設

○開設時期 １０月１１日（火）～１２月２８日(水)

葵区・駿河区・清水区に被災者支援の制度案内や申請受付を行う窓口を設置。

「専門家による相談」と一体的に開設することで、被災された方の状況に応じた

きめ細やかな支援を実施。

※現在、各種支援制度の相談・申請は、それぞれの担当課にて対応。

◆ 専門家による無料相談（生活なんでも相談会）

清水区役所では継続して実施 (３月１日(水)から週１回(水))

(２) 自治会主催生活再建支援相談会での出張相談窓口設置

〇都市局（応急修理制度や被災者応急住宅支援金等）、清水区（各種相談窓口）、

市災害ボランティア本部（静岡市社会福祉協議会）と連携し、出張相談窓口を

設け支援策の説明、相談を実施。

〇実施実績(市が出張相談窓口を設けた自治会主催の相談会)

・１１月 ３日 草ケ谷自治会(庵原地区) ・１１月２２日 石川自治会 (飯田地区)

・１１月２５日 天王町自治会(高部地区)

(３) 被災者再建支援金等の案内送付

〇被災者生活再建支援制度が複雑であるため、支援金の対象となるか等を簡単に

確認できるフロー図を作成し案内を送付

〇発送者 住宅の被害が半壊以上の被災者

(４) 被災者支援制度のご案内

〇支援に係る冊子「被災者支援制度のご案内」のＨＰへの掲載や生涯学習交流館

などの市関係施設に配架している。

対応内容

内 容
調査に対する
回答数

手続きが複雑 531

１６

（ニーズに対する受け止め方）
調査の結果手続きが複雑という回答があったため、手続きが円滑に進むよう該当する
窓口では被災者に寄り添いながらの相談・案内を行い、また、出張相談窓口を設けて支
援策の説明、相談や制度の案内の作成を行うことで被災者支援につなげる。

令和５年３月２７日現在



保健福祉
長寿局
（福祉総務課）

【新たな支援事業】自宅を離れて生活している方への支援

令和５年３月２０日現在

内 容 世帯数
支援終結
世帯数

①みなし仮設入居者 47 11

②市営住宅一時利用者 18 3

③応急住宅支援金利用者 15０ 1０2

④その他被災者調査により自宅外避難が判明した者 ６7 4６

合 計 ２８２ 1６2

１７

【支援の概要】
住家に被害を受けた被災者は、災害救助法に基づく応急仮設住宅に入居するなど、被災前とは大きく
異なった環境に置かれることになる。
被災者が、それぞれの環境の中で安心した日常生活を営むことが出来るよう、孤立防止等のための見
守り支援や、日常生活上の相談を行ったうえで、被災者を専門相談支援機関へつなぐ等の支援を行う。

【支援の状況】
・事業実施の提案 令和４年12月12日（月）第11回災害対策本部 検討会議に事業提案
・委託契約の締結 受託者：静岡市社会福祉協議会 契約期間 令和５年１月４日（水）～令和５年３月31日（金）

契約額： 7,189,６００-
令和５年
１月 ４日（水） 「静岡市地域支え合いセンター」開設（センター長１名・副センター長１名・生活相談支援員３名）

以降、対象２８２世帯のリスト精査・チラシ印刷物の用意・職員研修を実施し完了
１月13日（金） 支援対象者２８２世帯に対し、「見守り支援の実施について」「センター開設のお知らせ」を文書

で発送し周知
１月18日（水） 支援対象者に対する電話による聞き取りを開始（２月上旬までに完了予定）

・聞き取り内容から随時今後の「孤立防止支援」「生活再建支援」の必要性を判定する。
・支援員が聞き取りの過程で生活の急迫を感じ取った場合には、対象者全員の調査完了を
待たず随時訪問を行う。

２月末時点で、訪問を延べ７８件、電話を延べ３９８件実施。
訪問や調査の結果、以下①・②・③全ての条件を満たす者は、支援終結とする。
① 学生や会社員など、社会とのつながりが保たれ、孤立の恐れがない。
その他（高齢者等)にあっては、親族や地域との良好なコミュニティが形成されており、孤立の恐れがない。

② 被災前から借家住まいである方については、転居先にて今後の生活を送ることに支障がない。
被災前に住んでいた持家の修繕が終わり、元の居宅に戻っている。

③ 経済的に今後の不安がない。

３月2０日時点で、これらの条件を満たす者１６２世帯に対しては、支援を終結している。
令和５年度は、残り１２０世帯に対する支援を継続して実施する。

【今後の対応】
２月上旬から電話や訪問による見守り支援を実施中
・電話や訪問時に支援ニーズを引き出し、ニーズに合う官民のサービス（地域包括支援センター・ボランティア
団体の行う孤立防止の為の高齢者サロン・生活再建相談会）に繋げる。
・電話や訪問による見守り支援は、自立後のフォロー期間も実施する。
※事業終期は、災害救助法に基づく仮設住宅閉鎖時（令和６年度中）を想定

情報提供

該当世帯数（3月2０日時点）

※上記①～④全ての世帯が本事業の支援対象
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災害ボランティア本部による支援体制について

台風15号に伴う被災者支援のため開設した「災害ボランティア本部（設置：静岡市／
運営：静岡市社会福祉協議会）」による支援体制を、４月から静岡市社会福祉協議会の
各区ボランティアセンターへ移行します。

被災者からの支援要請はこれまでと同様に受け付け、ボランティアの皆さんとともに、
引き続き被災者支援に取り組みます。

令和４年 ９月２６日（月） 開設

令和４年 ９月２７日（火） 被災者からの支援要請 受付開始

ボランティア登録 受付開始

令和５年 ３月３１日（金） 閉鎖

葵地区センター 開設 閉鎖

地区センター 番町市民活動センター (令和４年9月2６日) ～ （令和５年３月31日）

サテライト 城東保健福祉エリア 健康広場 令和４年 9月29日 ～ 令和４年1０月14日

令和４年12月22日 ～ 令和５年 ３月31日

サテライト 西ヶ谷総合運動場（野球場）駐車場 令和４年 9月29日 ～ 令和４年12月22日

サテライト 新油山公民館 令和４年1０月1０日 ～ 令和４年1０月31日

サテライト 松野会館 令和４年1０月1０日 ～ 令和４年1０月25日

駿河地区センター 開設 閉鎖

地区センター 地域福祉共生センター「みなくる」 令和４年9月2６日 ～ 令和４年1０月23日

清水地区センター 開設 閉鎖

地区センター 清水社会福祉会館「はーとぴあ清水」 令和４年 9月2６日 ～ 令和４年1０月 7日

令和４年11月28日 ～ 令和５年 ３月31日

サテライト 大内公園 令和４年1０月 8日 ～ 令和４年11月27日

運営状況

ボランティア活動人数 延べ５，４１５名

（ボランティア登録者数 ３，９１９名）

対応件数 １，８４０件（土砂のかき出し、災害廃棄物の運搬、家屋の清掃等）

活動人数

各拠点の設置状況

※災害ボランティア本部を通じて登録・活動したボランティアの数です。この他、本部の活動に協力頂いた、
専門技術を持つ支援団体や、独自で活動している災害ボランティアの方々もいらっしゃいます。

令和５年３月２３日現在
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① 災害弔慰金
【制度】
・災害により死亡した者の遺族に対して、災害弔慰金を支給する。
（主たる生計維持者：500万円 ／ その他の者：250万円）

【現在の状況】
・申出件数：３件
※災害により死亡した者であるか（災害との死亡との間の因果関係の存否）の判断は、今後、静岡市
災害弔慰金等支給審査委員会（学識経験者・医師・弁護士）に諮問し、決定する。

（災害関連死）
台風15号による直接的な原因で死亡した者だけでなく、災害による負傷の悪化や避難生活等の身体的負担
による疾病により死亡した者、いわゆる「災害関連死」として認められる者も災害弔慰金の対象となる。

② 災害障害見舞金
【制度】
・災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、災害障害見舞金を
支給する。
（主たる生計維持者：250万円 ／ その他の者：125万円）

【現在の状況】
・申出件数：１件
※災害による障害であるか（災害との障害との間の因果関係の存否）の判断は、今後、静岡
市災害弔慰金等支給審査委員会に諮問し、決定する。

（障害の程度）
(1) 両眼が失明したもの
(2) そしやく及び言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5) 両上肢を肘関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全廃したもの
(7) 両下肢を膝関節以上で失ったもの
(8) 両下肢の用を全廃したもの
(9) 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と

認められるもの

③ 災害援護資金貸付金（令和５年１月４日申込締切）
【制度】
・災害により負傷又は住居、家財に損害を受けた者に対して、生活の再建に必要となる
資金を貸し付ける。
（元利均等返済／償還期間10年／利子１％※連帯保証人を立てる場合は無利子）

【現在の状況】
・申込件数：14件（貸付決定済み：13件）

災害弔慰金の支給等に係る対応
① 災害弔慰金（災害弔慰金法第３条）
② 災害障害見舞金（災害弔慰金法第８条）
③ 災害援護資金貸付金（災害弔慰金法第10条）

令和５年３月２７日現在
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